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今日の話題

化学物質による労働災害防止のための
新たな規制について（令和７年度～）

化学物質管理強調月間について

作業環境測定機関に係る監査指導につ
いて
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化学物質による労働災害防止のための

新たな規制について（令和７年度～）
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参照推奨サイト

化学物質による労働災害
防止のための新たな規制
について

https://www.mhlw.go.jp/stf/sei

sakunitsuite/bunya/0000099121

_00005.html

職場のあんぜんサイト：
化学物質情報

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/u

ser/anzen/kag/kagaku_index.ht

ml

ケミガイド https://chemiguide.mhlw.go.jp
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化学物質ごとの個別規制
では労働災害を防ぎきれ

ない
↓

自律的な管理の比重を増
やす必要性がある

↓
上記背景を踏まえた改正
法令が令和6年4月1日に

全面施行
↓

引続き、リスクアセスメ
ント対象物の追加が続い
ているほか、法令の改正
により生じた新たな課題
に対応するため、順次、
追加の法令改正を実施

（現在進行形）

労働災害の8割が
発生している
エリア

5【背景】



令和7年度以後の
化学物質に係る労働安全衛生関係法令の主な動き（施行日順）

① ステアリン酸ナトリウム及びりん酸トリフェニルをリスクアセスメント対
象物から削除する（施行日：令和7年9月19日）

② がん原性物質を製造し、又は取り扱っていた事業者が事業を廃止しようと
するとき、リスクアセスメント対象物健康診断の記録等を所轄労働基準監督
署長に提出することを義務付ける（施行日：令和8年1月1日）

③ 皮膚等障害化学物質等について、通達においてその定義を示していたとこ
ろ、厚生労働大臣の告示により定めることに改めるとともに、事業者による
ＳＤＳ作成等の準備期間を考慮した定義とする（施行日：令和8年1月1日）

④ 化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限
り、代替化学名等の通知を認める（施行日：令和8年4月1日）

⑤ 個人ばく露測定に従事する者の資格要件を明確化するとともに、個人ばく
露測定を作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切
な実施の担保を図る（施行日：令和8年10月1日）

⑥ 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則
を設ける（施行日：改正法の公布の日から5年以内）

⑦ 化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知事項を変更した
場合の再通知を義務化する（施行日：改正法の公布の日から5年以内）
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①ステアリン酸ナトリウム及びりん酸トリフェニルをリスクアセスメント対象物
から削除する（施行日：令和7年9月19日）
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 ステアリン酸ナトリウム及びりん酸トリフェニルがリスクアセスメント対
象物から削除されたもの。

 上記2物質については、令和6年3月31日までに国が行ったＧＨＳ分類の結
果、危険性又は有害性があるものと区分されなかったことから、リスクアセ
スメント対象物から削除された。

 当初は令和9年4月1日に削除される予定であったが、「ラベル・ＳＤＳ対
象物質の削除については、化学物質の譲渡・提供者がラベル・ＳＤＳの記載
内容の変更等を行うための準備期間を設ける必要がない」ことから、令和7
年9月19日に上記2物質を削除する省令が公布され、公布の日をもって削除さ
れた。

 また、りん酸トリフェニルは令和7年10月1日より濃度基準値設定物質とな
ることが予定されていたが、リスクアセスメント対象物から削除されたこと
に伴い、濃度基準値設定物質への指定も取りやめとなった。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001566359.pdf



②がん原性物質を製造し、又は取り扱っていた事業者が事業を廃止しようとする
とき、リスクアセスメント対象物健康診断の記録等を所轄労働基準監督署長に提
出することを義務付ける（施行日：令和8年1月1日）
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 安衛則第577条の2第5項において、がん原性物質を製造し、又は取り扱う業務
に従事する労働者に対し、医師又は歯科医師による健康診断（いわゆるリスクア
セスメント対象物健康診断）を行ったときは、その結果の個人票を30年間保存し
なければならないことを定めている。

 また、安衛則第577条の2第11項において、がん原性物質を製造し、又は取り
扱う業務に従事する労働者のばく露の状況等を記録し、当該記録を30年間保存し
なければならないことを定めている。

 これらの記録について、事業者が事業を廃止しようとするときに、対象記録等
を所轄労働基準監督署長に提出することを義務付ける規定が新設され、令和8年1
月1日から施行された。

 本規定の「事業を廃止しようとするとき」とは、すべての事業の廃止により事
業者が会社等を解散しようとする場合であり、がん原性物質を取り扱う事業を廃
止したとしても会社等が存続する場合は、当該会社等の事業者が引き続きがん原
性物質に係る対象記録等の保存の義務を負うことから、本規定は適用されない。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596516.pdf



③皮膚等障害化学物質等について、通達においてその定義を示していたところ、
厚生労働大臣の告示により定めることに改めるとともに、事業者によるＳＤＳ作
成等の準備期間を考慮した定義とする（施行日：令和8年1月1日）
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 安衛則第594条の2第1項において「皮膚若しくは眼に障害を与えるおそれ又は皮膚から
吸収され、若しくは皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明らかなも
の」を「皮膚等障害化学物質等」と定義し、これを使用する業務に労働者を従事させる場
合は、不浸透性の保護衣等の保護具を使用させなければならないこととされている。

 従前は、この「皮膚等障害化学物質等」に該当する物質は行政解釈（通達）において示
されており、その内の「皮膚刺激性有害物質」については、『国が公表するGHS分類の結
果、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器感作
性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に分類されているものに該当する化学物質』が該当
するとされていた。

 しかし、この基準では、国が公表するGHS分類によって区分1に分類されたとき（GHS分
類が公表された瞬間）に「皮膚刺激性有害物質」に含まれることとなるため、事業者が対
応する準備期間がなかった（SDS作成、リスクアセスメント、保護具の用意など）。

 そこで、「皮膚等障害化学物質等」を通達から大臣告示で定めることに改める改正が行
われ、令和8年1月1日から施行された。当該告示の中で、「皮膚刺激性有害物質」の適用対
象は令和7年3月31日までに区分1に分類されたものに限定された。

 また、当該告示の中の「皮膚刺激性有害物質」は毎年度見直すが、改正告示の適用は
GHS分類の公表の約2年後とする（約2年間の準備期間を設ける）方針が示された。

 一方、「皮膚等障害化学物質等」の内、「皮膚吸収性有害物質」は、専門家検討会での
検討結果に基づいて指定する仕組みのため、物質を追加する際に十分な周知期間を置くこ
とが可能であることから、従来どおり、労働基準局長が定める（物質一覧は、これまでと
同様に通達で示す）旨、大臣告示で規定された。

労働安全衛生規則の一部を改正する省令等の施行について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596516.pdf



③皮膚等障害化学物質等について、通達においてその定義を示していたところ、
厚生労働大臣の告示により定めることに改めるとともに、事業者によるＳＤＳ作
成等の準備期間を考慮した定義とする（施行日：令和8年1月1日）
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皮膚等障害化学物質等

皮膚刺激性有害物質

皮膚吸収性有害物質

令和８年１月１日からの「皮膚等障害化学物質等」の整理

次の①又は②に該当するもの
①国が行う化学物質の分類の結果「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷
性・眼刺激性」及び「呼吸器感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に該当する物
であって、令和7年3月31日※までの間において当該区分に該当すると分類されたもの
②労働安全衛生法第57条の2第1項の規定に基づく事業者による通知（ＳＤＳ等）にお
いて、「皮膚腐食性・刺激性」、「眼に対する重篤な損傷性・眼刺激性」及び「呼吸器
感作性又は皮膚感作性」のいずれかで区分1に該当する旨が示されたもの

令
和
７
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
３
０
１
号

（
皮
膚
等
障
害
告
示
）
に
よ
り
規
定

皮膚から吸収され、又は皮膚に侵入して、健康障害を生ずるおそれがあることが明ら
かな化学物質で、厚生労働省労働基準局長が定めるもの。
上記規定に則り、令和7年11月18日付け基発1118第2号「皮膚吸収性有害物質に該

当する化学物質等について」により、対象物質を指定。

裾切値 1重量％

裾切値 有害性区分に応じて0.1・0.3・1重量％のいずれか

裾切値未満は対象外（下記裾切値参照）

皮膚吸収性有害物質に該当する化学物質等について

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001596517.pdf

※GHS分類改訂と連動して更新予定



④化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、
代替化学名等の通知を認める（施行日：令和8年4月1日）
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 リスクアセスメント対象物の種類数が増加するに伴い、通知制度の対象となる
成分の情報が営業秘密に該当するケースも生じてくることが想定される。
そこで、リスクアセスメントの実施に支障がない範囲で、営業秘密を保持でき

るようにする必要性が議論された。

 そこで、EU等の仕組みを参考に、化学物質の成分名に企業の営業秘密情報が含
まれる場合においては、有害性が相対的に低い化学物質※に限り、通知事項のう
ち成分名については代替名等の通知を認めることとする法令改正が実施され、令
和８年４月１日から施行される。
※発がん性等の一定の有害性を有する物質や、特化則等の特別規則の適用対象物質等は、代替名等の通知を認めない。

 なお、この場合においても、非開示とできるのは成分名のみであり、人体に及
ぼす作用、講ずべき応急の措置等についての非開示は認められない。

 また、医師が診断及び治療のために成分名の開示を求めた場合は、直ちに開示
しなければならない。

第179回労働政策審議会安全衛生分科会（資料）
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/newpage_00049.html



④化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、
代替化学名等の通知を認める（施行日：令和8年4月1日）
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⑤個人ばく露測定に従事する者の資格要件を明確化するとともに、個人ばく露測
定を作業環境測定の一つとして位置付け、作業環境測定士等による適切な実施の
担保を図る（施行日：令和8年10月1日）
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 現行（令和7年度現在）の労働安全衛生法令では、以下の場合に個人ば
く露測定の実施が義務付けられている。

① 屋内作業場において継続的に金属アーク溶接等作業を行う場合（特化
則第38条の21）

② 作業環境測定において第三管理区分から改善することが困難な場合
（有機則第28条の3の2など）

 個人ばく露測定は「作業に従事している労働者が有害物に曝されてい
る程度」を見積もり、その結果をもって保護具を選定することを目的と
したものであるため、「作業環境測定」とは別の扱いとなっていた。

 「作業環境測定」ではないため、測定に従事する者について法令上の
資格要件がなく、精度の担保が問題視されていた。

 そのため、個人ばく露測定の実施者について新たに資格要件を設ける
とともに、個人ばく露測定そのものを「作業環境測定」に含めることと
なった（令和8年10月1日施行予定）。
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労働安全衛生法
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号
に定めるところによる。

（中略）
四 作業環境測定 作業環境の実態（作業環境における労働者の有害な因子への
ばく露の程度を含む。）を把握するため空気環境その他の作業環境について行う
デザイン、サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう。

（健康障害の防止のための措置等に当たつて行う作業環境測定）
第六十五条の三 事業者は、第六十五条第一項に規定するもののほか、第二十二
条の措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定
めるところにより、作業環境測定を行わなければならない。
２ 事業者は、第六十五条第一項及び前項に規定するもののほか、前条第一項の
措置を講ずる場合であつて厚生労働省令で定めるときは、厚生労働省令で定める
ところにより、作業環境測定を行わなければならない。
３ 事業者は、第五十七条の三第一項の規定による調査を行うに当たり、必要に
応じて、作業環境測定を行うものとする。
４ 前三項の規定による作業環境測定は、第六十五条第二項に規定する作業環境
測定基準に従つて行わなければならない。

令和8年10月1日から施行の法条文（抜粋）



令和8年10月1日から施行の法条文（抜粋）
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作業環境測定法
（定義）
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（中略）
三 個人ばく露測定 作業環境測定のうち、作業環境における労働者の有害な因子へのばく露の程度を把
握するために行うものをいう。
四 指定作業場 労働安全衛生法第六十五条第一項の作業場のうち政令で定めるもの及び同法第六十五条
の三第一項から第三項までの規定により作業環境測定を行う作業場のうち政令で定めるものをいう。

（後略）

（作業環境測定の実施）
第三条 事業者は、労働安全衛生法第六十五条第一項又は第六十五条の三第一項から第三項までの規定に
より、指定作業場について作業環境測定を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、その使用す
る作業環境測定士にこれを実施させなければならない。

（後略）

第四条 作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項又は第六十五条の三第一項から第三項まで
の規定による作業環境測定を実施するときは、同法第六十五条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを
実施しなければならない。
２ 作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第六十五条第一項又は第六十五条の三第一
項から第三項までの規定による作業環境測定を行うときは、同法第六十五条第二項の作業環境測定基準に
従つてこれを行わなければならない。
３ 作業環境測定士は、個人ばく露測定のうちサンプリング又は分析の業務であつて厚生労働省令で定め
るものを行う場合には、厚生労働省令で定める者に補助させることができる。



令和5年度化学物質管理に係る専門家検討会
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37528.html）
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有機溶剤中毒予防規則
第二十八条の三の四 事業者は、第二十八条の三の二第四項第一号及び第五項第一号に規定
する個人サンプリング測定等については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に
行わせなければならない。
一 デザイン及びサンプリング 作業環境測定法（昭和五十年法律第二十八号。以下この項
において「作環法」という。）第二条第四号に規定する作業環境測定士であつて、都道府県
労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了したもの又
はこれと同等以上の能力を有する者
二 サンプリング（前号のサンプリングのうち、前号の者がサンプリングごとに指定する方
法により行うものに限る。） 前号の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサン
プリングに関する講習を修了した者
三 分析 個人サンプリング測定等により測定しようとする有機溶剤に応じた試料採取及び
分析に必要な機器及び設備を保有する者であつて、次のいずれかに該当するもの
イ 作環法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士（ロにおいて「第一種作業環境測
定士」という。）
ロ 作環法第二条第七号に規定する作業環境測定機関（当該機関に所属する第一種作業環境
測定士が分析を行う場合に限る。）
ハ 職業能力開発促進法施行規則（昭和四十四年労働省令第二十四号）別表第十一の三の三
に掲げる検定職種のうち、化学分析に係る一級の技能検定に合格した者（当該者が所属する
事業場で採取された試料の分析を行う場合に限る。）

２ 前項第一号及び第二号の講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

令和8年10月1日から施行の省令条文例
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有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
（個人ばく露測定を行う者の資格要件に係る法令の改正通達（令和8年10月1日施行））

令和6年4月4日付け基発0404第2号
有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001241083.pdf

個人サンプリング測定等又は溶接ヒューム測定を
行う者の資格要件（概要）（令和8年10月1日施行）
実施範囲 資格要件

デザイン及びサンプリング
（右記の資格要件を満たす者を
「デザイン等資格者」という。）

⚫ 作業環境測定士であって、都道府県労働局長の登録を受けた者
が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了した者

⚫ 公益社団法人日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナル
ハイジニスト

⚫ 国際オキュペイショナルハイジニスト協会（IOHA）の国別認証
を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくは
インダストリアルハイジニスト

サンプリング
（デザイン等資格者がサンプリン
グごとに指定する方法により行う
ものに限る。）

上記の者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行うサンプリ
ングに関する講習を修了した者

分析

測定しようとする化学物質に応じた試料採取及び分析に必要な機
器及び設備を保有する者であって、次のいずれかに該当する者
⚫ 第一種作業環境測定士
⚫ 作業環境測定機関（当該機関に所属する第一種作業環境測定士

が分析を行う場合に限る。）
⚫ 1級化学分析技能士（当該者が所属する事業場で採取された試

料の分析に限る。）



個人ばく露測定講習規程（「デザイン及びサンプリング」の場合） 19

個人ばく露測定講習規程
令和6年3月18日付け厚生労働省告示第93号
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001241081.pdf

講習科目 範囲 講習時間

学科講習

個人ばく露測定
概論

個人ばく露測定の目的、個人ばく露測
定結果の評価、呼吸用保護具の選択

2時間

デザインに関す
る知識

個人ばく露測定に係るデザインの方法 3時間

サンプリングに
関する知識※

個人ばく露測定に係るサンプリングの
方法

1時間30分

労働衛生関係法
令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安
全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防
規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防
止規則（それぞれ関係告示含む）

1時間

実技講習

デザイン 個人ばく露測定に係るデザイン 30分

サンプリング※ 個人ばく露測定に係るサンプリング 1時間

※作業環境測定士名簿に「個人サンプリング法を行うことができること」を登録済の場合は省略可能



個人ばく露測定講習規程（「サンプリング」のみの場合） 20

個人ばく露測定講習規程
令和6年3月18日付け厚生労働省告示第93号
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001241081.pdf

講習科目 範囲 講習時間

学科講習

化学物質管理概
論

化学物質管理の概要 30分

個人ばく露測定
概論

個人ばく露測定の目的 30分

サンプリングに
関する知識※

個人ばく露測定に係るサンプリングの
方法

3時間

労働衛生関係法
令

労働安全衛生法、労働安全衛生法施行令、労働安
全衛生規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防
規則、特定化学物質障害予防規則、粉じん障害防
止規則（それぞれ関係告示含む）

30分

実技講習 サンプリング※ 個人ばく露測定に係るサンプリング 1時間30分

※作業環境測定士名簿に「個人サンプリング法を行うことができること」を登録済の場合は省略可能



令和８年２月現在
個人ばく露測定 講習機関（デザイン及びサンプリング）
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株式会社 大同分析リサーチ

https://kosyu.daido-dbr.com/dbr/kosyu/menu_bakuro-d.html

特別民間法人 中央労働災害防止協会

https://www.jisha.or.jp/seminar/chemicals/r5420_sokutei_design.html

北九州病院グループ 一般財団法人 西日本産業衛生会

https://www.nishieikai.or.jp/training/environment/kojinbakuro/

公益社団法人 日本作業環境測定協会

https://www.jawe.or.jp/kosyu/personal.html

公益社団法人 大阪労働基準連合会 関西労働衛生技術センター

https://www.kansai-center.or.jp/exposure_measurement.html

https://kosyu.daido-dbr.com/dbr/kosyu/menu_bakuro-d.html
https://www.jisha.or.jp/seminar/chemicals/r5420_sokutei_design.html
https://www.nishieikai.or.jp/training/environment/kojinbakuro/
https://www.jawe.or.jp/kosyu/personal.html
https://www.kansai-center.or.jp/exposure_measurement.html


令和８年２月現在
個人ばく露測定 講習機関（サンプリング）
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北九州病院グループ 一般財団法人 西日本産業衛生会

https://www.nishieikai.or.jp/training/environment/kojinbakurosampling/

特別民間法人 中央労働災害防止協会

https://www.jisha.or.jp/seminar/chemicals/r5421_sokutei_sampling.html

公益社団法人 日本作業環境測定協会

https://www.jawe.or.jp/kosyu/personal.html?id=form

https://www.nishieikai.or.jp/training/environment/kojinbakurosampling/
https://www.jisha.or.jp/seminar/chemicals/r5421_sokutei_sampling.html
https://www.jawe.or.jp/kosyu/personal.html?id=form


⑥化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設
ける（施行日：改正法の公布の日から5年以内）
⑦化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知事項を変更した場合
の再通知を義務化する（施行日：改正法の公布の日から5年以内）
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 最低限、事業場で使用している化学物質の種類と濃度が分からなければ、リスクア
セスメントを実施できない。

 事業場が上記の情報を手に入れる手段は、主にＳＤＳと考えられる。

 したがって、リスクアセスメントの入り口として、化学物質を譲渡する者（薬品製
造業者や卸業者など）が、正確なＳＤＳを交付していることが前提となる。

 しかし、これまではＳＤＳを交付しなかったとしても罰則がなく、実効性の担保が
課題となっていた。

 また、交付済のＳＤＳの内容に変更があったとしても、その再通知は努力義務で
あったため、化学物質を使用する事業場が、最新の知見が反映されていない情報に基
づいてリスクを判断してしまうおそれがあった。

 そこで、ＳＤＳの交付※を怠った場合に罰則を設けるとともに、これの内容を変更
した場合の再通知を義務化することとした。

 施行日は改正法の公布の日（令和７年５月１４日）から起算して５年を超えない範
囲内において政令で定める日とされているが、現時点で具体的な日程は未定。

【参考】「令和６年労働安全衛生調査（労働環境調査）」（令和７年公表）
化学物質の譲渡・提供をする際に、
ラベル表示義務のある物質のすべてにラベル表示がされている事業場の割合 85.7％
ＳＤＳ交付義務のある物質のすべてにＳＤＳが交付されている事業場の割合※ 81.4％
※「交付」には、電子メールによる送信や、ＳＤＳが掲載されたホームページのアドレス、二次元コード等を伝達し閲覧を求めた場合や、過去に
交付済みの製品で、繰り返し同製品を製造又は譲渡・提供するにあたり、ＳＤＳに変更がないためあらためてＳＤＳを交付していない場合を含む。

※正確には通知。ＦＡＸや電子メール、ＳＤＳを掲載したホームページアドレスの伝達等の方法を含む。
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【補足】

労働安全衛生規則において既に以下の規定があるが、⑦の改正により当該規定が統廃合さ
れるかどうか、令和8年2月現在、不明。

労働安全衛生規則

第三十四条の二の五 法第五十七条の二第一項の規定による通知は、同項の通知対象物を
譲渡し、又は提供する時までに行わなければならない。ただし、継続的に又は反復して譲
渡し、又は提供する場合において、既に当該通知が行われているときは、この限りでない。

2 法第五十七条の二第一項の通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、同項第四号の事
項について、直近の確認を行つた日から起算して五年以内ごとに一回、最新の科学的知見
に基づき、変更を行う必要性の有無を確認し、変更を行う必要があると認めるときは、当
該確認をした日から一年以内に、当該事項に変更を行わなければならない。

3 前項の者は、同項の規定により法第五十七条の二第一項第四号の事項に変更を行つた
ときは、変更後の同号の事項を、適切な時期に、譲渡し、又は提供した相手方の事業者に
通知するものとし、文書若しくは磁気ディスク、光ディスクその他の記録媒体の交付、
ファクシミリ装置を用いた送信若しくは電子メールの送信又は当該事項が記載されたホー
ムページのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)及び当該アドレス
に係るホームページの閲覧を求める旨の伝達により、変更後の当該事項を、当該相手方の
事業者が閲覧できるようにしなければならない。

（注）法第五十七条の二第一項第四号：人体に及ぼす作用

⑥化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知義務違反に罰則を設
ける（施行日：改正法の公布の日から5年以内）
⑦化学物質の譲渡等実施者による危険性・有害性情報の通知事項を変更した場合
の再通知を義務化する（施行日：改正法の公布の日から5年以内）
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労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律（令和７年法律第33号）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html



化学物質管理強調月間について
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化学物質管理強調月間とは？

 特別規則による規制の対象となっていない化学物質への対策の強
化を主眼として、危険性・有害性の情報に基づくリスクアセスメン
トの結果に基づき、労働者のばく露防止のための措置を事業者が講
ずることとされた。

 業種・規模に関わらず、リスクアセスメント対象物の製造、取扱
い等を行う全ての事業場において、化学物質管理者を選任し、化学
物質を管理させる必要があり、化学物質管理の知見が十分でない第
三次産業の事業場や中小零細事業場に対しても、新たな化学物質規
制を広く浸透させる取組が重要となる。

 このような背景を踏まえ、厚生労働省は、令和6年度に「化学物質
管理強調月間」を創設し、毎年2月、関係行政機関や事業者団体等の
幅広い協力を得て、職場における危険・有害な化学物質管理の重要
性に関する意識の高揚を広く一般に図るとともに、化学物質管理活
動の定着を図ることとした。
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第2回 化学物質管理強調月間
 期間：

令和8年2月1日 ～ 令和8年2月28日

 スローガン：
慣れた頃こそ再確認 化学物質の扱い方

 事業者の実施事項：

28

① 下記の重点事項について、日常の化学物質管理の総点検を行う。

（ア）リスクアセスメント対象物を製造又は取り扱う際の化学物質管理者の選任、職務権限の付与、化学物質管理者の
氏名の掲示等労働者への周知、化学物質管理者と総括安全衛生管理者、産業医、衛生管理者、衛生推進者等との連携 

（イ）製造し、又は取り扱っている化学物質の把握及び、化学物質の安全データシート（以下「ＳＤＳ」という。）等
による危険有害性等の確認 

（ウ）ラベル表示・ＳＤＳ交付、リスクアセスメントの実施、リスクアセスメントの結果に基づくばく露低減措置の実施等

 
（詳細事項 a～m省略）

（エ）特定化学物質障害予防規則等の特別規則、石綿障害予防規則の遵守の徹底

② 事業者又は総括安全衛生管理者による職場巡視
③ スローガン等の掲示
④ 有害物の漏えい事故、酸素欠乏症等による事故等緊急時の災害を想定した実地訓練等の実施
⑤ 化学物質管理に関する講習会・見学会等の開催、作文・写真・標語等の掲示、

 その他化学物質管理への意識高揚のための行事等の実施

第2回化学物質管理強調月間実施要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/

11300000/001590203.pdf



【参考】
第2回 化学物質管理強調月間 特設サイト
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https://chemiguide.mhlw.go.jp/kyochogekkan/index.html



作業環境測定機関に係る

監査指導について

30
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作業環境測定機関に対する監査指導について

〇監査指導の趣旨

作業環境測定結果は、事業場における労働衛生対策の基礎となる重要なもので
あり、作業環境測定機関の業務の適正な運営を確保するため、作業環境測定法
第４１条１項に基づき実施するもの。

〇確認事項

・作業環境測定機関登録証（原本）
・業務規程、測定料金表
・作業環境測定業務に関する組織図（各事務所を含む。）
・作業環境測定士名簿及びその資格証明書の原本又は写し
・帳簿類（作業環境測定結果の記録（チャートその他資料含む。）、
受付処理簿、測定料収納簿、見積書、請求書等）

・作業環境測定結果報告書（証明書）
・測定機器等台帳、備品管理簿、点検記録
・事業報告書
・測定機器等の確保、整備状況

など
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〇要改善事項の例（1/3）

☑再委託の手続きが業務規定に記載されていない
⇒Q＆A「問Ⅰ－ⅱ－５」を参照

☑事業年度経過後、3か月以内に作業環境測定機関事業報告書を
労働局へ提出していない（作業環境測定法第34条第1項）

☑業務規程で保存することを定めた書類（受付処理簿など）を保存していない

☑作業環境測定結果に、測定対象物質の製造又は取扱量を記載していない

☑業務規程の内容が実態と合っていない（変更届を労働局に提出していない）
例）測定士一覧、機器一覧など

☑分析等で必要な機器を備え付けていない（検知管の例を後述）
⇒機関が有するべき機器等の詳細については後のスライドの告示及び通達を参照
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〇要改善事項の例（2/3）

☑実際の測定料金が業務規程と異なる、又は料金が特定できない場合がある
例）ある条件を満たす場合は別料金（標準の料金表適用外、あるいは割引など）

としているが、当該別料金の算定方法が業務規程に記載されていない
例）業務規程に記載のない手数料を依頼者から徴収している

(参考)
(業務規程の記載事項)
作業環境測定法施行規則第59条
法第34条の2第3項の業務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。

一 個人サンプリング法を行うことができる場合にあつては、
個人サンプリング法に関する事項

二 作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類
三 測定料の額及びその収納の方法に関する事項
四 測定結果についての証明書の発行に関する事項
五 作業環境測定の業務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
六 その他作業環境測定の業務に関し必要な事項
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〇要改善事項の例（3/3）

☑備え付けている検知管の使用期限が切れている
☑そもそも検知管を備え付けていない

昭和51年2月7日付け労働省告示第9号
（最終改正：平成24年12月28日付け
厚生労働省告示第604号）
「作業環境測定法施行規則第五十四条
第二号の規定に基づき厚生労働大臣の
定める基準」より抜粋

作業環境測定法施行規則（昭和五十
年労働省令第二十号）第五十四条第二
号の規定に基づき、厚生労働大臣の定
める基準を次のように定める。

作業環境測定法施行規則第五十四条第
二号の規定に基づき厚生労働大臣の定
める基準

（中略）

二 前号に掲げるもののほか、次の表
の上欄に掲げる登録を受けようとする
作業場の種類に応じ、それぞれ同表の
下欄に掲げる機器等を有すること。

作業場の種類 機器等

（略） （略）

（略） （略）

作業環境測定法施行規則
別表第三号の作業場

イ 試料採取機器

ロ 光電分光光度計又は光電光度計

ハ ガスクロマトグラフ

ニ 高速液体クロマトグラフ

ホ 検知管方式によるガス若しくは蒸気の
濃度の測定機器又はこれと同等以上の性能
を有する測定機器

（略） （略）

作業環境測定法施行規則
別表第五号の作業場

イ 試料採取機器

ロ 光電分光光度計又は光電光度計

ハ ガスクロマトグラフ

ニ 検知管方式によるガス若しくは蒸気の濃
度の測定機器又はこれと同等以上の性能を有
する測定機器
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〇要改善事項の例（3/3）

☑備え付けている検知管の使用期限が切れている
☑そもそも検知管を備え付けていない

昭和51年2月18日付け基発第206号（最終改正：平成28年9月29日付け基発第0929第1号）
「作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告示の施行について」より抜粋

作業環境測定法施行規則(昭和50年労働省令第20号。以下「規則」という。)第54条第2号の規定に基づき、労働大臣の定める
基準を定める告示(昭和51年労働省告示第9号)は、昭和51年2月7日に公布されたところである。
ついては、これが施行に当たっては、下記に留意の上、適切な運用を期されたい。

（中略）
(3) 規則別表第3号の作業場に係るもの

次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ同表の右欄に掲げる性能等を有するものであること。

（中略）
(5) 規則別表第5号の作業場に係るもの

次の表の左欄に掲げる機器及び設備は、それぞれ右欄に掲げる性能等を有するものであること。

機器及び設備 性能等

（中略） （中略）

検知管方式によるガス又は蒸気の濃度の測定機器又
はこれと同等以上の性能を有する測定機器

作業環境測定基準第10条第2項各号に掲げる物の濃度
を測定することが可能であるもの

機器及び設備 性能等

（中略） （中略）

検知管方式によるガス又は蒸気の濃度の測定機器又
はこれと同等以上の性能を有する測定機器

作業環境測定基準第13条第2項各号に掲げる物の濃度
を測定することが可能であるもの
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「機器等を有する」とは？
昭和51年2月18日付け基発第206号（最終改正：平成28年9月29日付け基発第0929第1号）
「作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告示の施行について」より抜粋

3. その他
(1) 第1号及び第2号中「有する」とあるのは、「所有する」こと又は「占有する」ことをいうものである
が、いわゆるリースのほか、随時他の者の有する機器等を利用することができる場合又は他の者と共同して
機器等を備えている場合にも、これらの機器等を有しているものとみなすものであること。
(2) 作業環境測定機関が設置する機器及び設備については、適切な作業環境測定を実施するために必要な数
を備え付けるよう指導されたい。

「必要な数を備え付ける」とは？
昭和52年3月24日付け基発第163号
「作業環境測定関係における質疑事項の回答について」より抜粋

問二 昭和五一年二月一八日付け基発第二〇六号「作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を定める告
示の施行について」の記の三に「必要な数を備え付けるよう指導されたい。」とあるがその具体的な数を示
してほしい。

答 作業環境測定機関がその業務を遂行するうえで必要とする機器等の数は、当該機関の業務量、作業環境
測定士の数等により相違するものであり、各々の機関の実態を考慮しなければならないものであるが、次の
数を備え付けることが望ましいものであること。

① 試料採取機器 各方式のものを三式以上
② 相対濃度計 三式以上
③ 検知管方式によるガス又は蒸気の濃度の測定機器 三式以上
④ 上記以外の機器等 一式以上
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機器等を備え付ける場所について
平成27年9月15日付け基安化発0915第2号
「作業環境測定法についての質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について」より抜粋

（ⅱ）規則第54条第２項において、作業環境測定機関の登録基準として、測定に用いる機器・設備が厚生労
働大臣の定める基準に適合していることを求めている。 

（問Ⅲ－ⅱ－１）
作業環境測定法施行規則第54条第２号の規定に基づき厚生労働大臣の定める基準（昭和51年労働省告示第９
号）第１号及び第２号で「有する」ことが求められている機器、設備等は、作業環境測定機関として登録を
受けた事務所（問Ⅲ－ⅰ－１の従たる事務所を含む。以下、この問において同じ。）に備え付けられていな
いといけないのか。 

（答Ⅲ－ⅱ－１） 
原則は、作業環境測定機関として登録を受けた事務所に、全ての機器、設備等が備え付けられていることが
望ましいが、下記を全て満たす場合も、機器、設備等を「有する」とみなすことができる。この場合、問Ⅲ
－ⅳ－１を参考として、機器、設備等を設置している場所の情報を、業務規程に記載すること。 
 
・作業環境測定機関ＡがＢ（作業環境測定機関かどうかは問わない）が所有する機器を使用する場合、Ａと
Ｂの間で当該機器を作業環境測定に使用することについて契約を締結していること 
・Ｂにある機器を使用して分析する者が、Ａに直接雇用される第一種作業環境測定士であること
（分析する者が、Ａに指揮命令権のない第一種作業環境測定士である場合は、再委託に該当するため、Ａが
機器を有するとはみなさない。）

〇要改善事項の例（3/3）（補足2）
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昭和51年2月7日付け労働省告示第9号
作業環境測定法施行規則第54条第2号の規定に基づき
厚生労働大臣の定める基準
→機関が設置すべき機器及び設備を規定

平成27年9月15日付け基安化発0915第2号
作業環境測定法についての質疑応答集（Ｑ＆Ａ）について

昭和51年2月18日付け基発第206号
作業環境測定機関が設置すべき機器及び設備を
定める告示の施行について
→機器及び設備が有するべき性能等を規定

関係告示・通達

令和4年7月15日付け基発0715第2号
作業環境測定機関の事業報告書に係る事務処理要領の改正について
→作業環境測定機関事業報告書の様式を規定

平成21年3月31日付け基発第0331024号
作業環境評価基準の一部を改正する件等の施行等について
→検知管と同等以上の性能を有する測定機器について
ホルムアルデヒドの例を記載



ご清聴ありがとうございました。
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